
・指定された住宅改修費用の9割が支給されます。（上限額20万円）

・対象工事が10万円とかの場合は、またいつでも合計で20万円に到達するまで

　使えます。

こんなことにも使える茨木市の補助・助成制度

◆家族の方に要介護1～5の方が居住していらっしゃる方へ

住宅改修費の補助



・1981年5月31日以前に着工されていること

・面積1000㎡以下で地上2階建て以下の一戸建て・長屋・共同住宅で面積の半分以上を

　住宅として利用していること

・「誰でもできるわが家の耐震診断表」の合計評点が7点以下であること

　耐震診断の結果が0.7点であること

・工事によって家のすべてを取り壊すこと

補助金額 所得によりますが、最大60万円

（ブロック塀等とは、コンクリートブロック、コンクリート万年塀、レンガ、石、土塀等の

　組積造の塀や門柱等が該当します。）

・ブロック塀等点検表に不適合となる点検項目があること

・ブロック塀等の高さが80ｃｍ以上あること

・道路に面していること

・同一敷地内で、この制度の補助金交付を申請していないこと

・国、地方団体等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないこと

補助金額 通常の道路に面したブロック塀20万円

通学路に面しているブロック塀30万円

補助金額 詳細は茨木市のHPにてご確認ください。

◆昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の解体をお考えの方に

木造住宅除去補助制度

◆危険なブロック塀等を撤去したい方へ

◆住宅用太陽光発電システムを取り付けたい方へ

茨木市ブロック塀等撤去事業補助制度

住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度



・市外に1年以上居住している子世帯または親等が、市内に1年以上居住している親等又は子世帯と

　近居・同居するために住宅を取得し転居した場合

補助金額 上限30万円(住宅取得に要した経費の10分の1まで。土地費用は除く。)

・市外に1年以上居住している子世帯又は親等が、市内に1年以上居住している親等又は子世帯が

　同居するために住宅をリフォームし、市外から当該住宅に転居した場合

補助金額 上限30万円（住宅リフォームに要した経費の3分の1まで）

・コンポスト容器等及び生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を補助しています。

補助金額 ・電源を必要としない容器（コンポスト容器等）

1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円

1世帯あたり、2基まで

・電源を必要とする機器（生ごみ処理機）

購入額の2分の1 上限20,000円

1世帯あたり、1基まで

多世代同居支援住宅リフォーム補助制度

生ごみ処理容器等設置補助

◆生ごみを自宅で処理したいとお考えの方へ

◆同居を考えている方へ

多世代近居・同居支援住宅取得補助制度

◆同居するためにリフォームを考えている方へ



・補助対象者が所有し、または賃借し、かつ、自ら営業し、または営業しようとしている市内に

　存する小売店舗等（飲食店・理美容・療術業を含む）

　ただし、店舗面積200平方メートル未満の店舗

・工事に要する経費が50万円以上の工事（備品・消費税等は除く）

・改築・（改装）工事費の50パーセント以内（消費税等は除く）

50万円

2、テナント賃借料補助

・テナント賃借料（共益費および消費税は除く）の50％

・月額5万円

商店街または中心市街地で、小売業・飲食店を開業する場合は12か月

上記以外の場合は6か月

3，法人設立に要する経費に対する補助

対象となる経費 ・法人の設立の登記にかかる登録免許税

・定款の認証に係る公証人手数料

・法人設立に係る司法書士等への報酬

上の1から3までの経費それぞれの50%

限度額 ・登録免許税17万5千円

・公証人手数料2万5千円

・司法書士等への報酬5万円

その他 災害見舞金など

※申請等の面倒な手続きは全て前川工務店でもお手伝いさせていただきますので

　お気軽にご相談ください。

補助限度額 

◆茨木市で初めて事業を始める方・始めた事業を拡大する方へ

・小売店舗改築（改装）助成事業

・テナント賃借料補助

・法人設立に要する経費に対する補助

補助限度額 

1、小売店舗改築（改装）助成事業


